
契 約 書 
 

１ 品  名 Microsoft 365ライセンス（令和8年度年次更新・追加分） 

２ 規  格 
Microsoft365 

Enterprise Subscription Agreement 

３ 数  量 

①Microsoft365 E3（更新分：2,500 ライセンス、追加分：860 ライセンス） 

②Microsoft365 F3（更新分：5 ライセンス、追加分：55 ライセンス） 

③Microsoft365 Apps for Enterprise（更新分：1 ライセンス、追加分：469 ライ

センス） 

④Microsoft365 Copilot（更新分：1 ライセンス） 

※12 か月分一括調達(期間：令和 8 年（2026 年）6 月 1 日から次回応当日まで

の合計月数) 

４ 契約金額 
金    円 

（内 消費税及び地方消費税額  金    円） 

５ 契約期間 
契約締結日 から 

令和８年(2026年)５月 31日まで 

６ 納品場所 
豊中市北桜塚１－４－１ NTT西日本豊中ビル６階 

豊中市役所 デジタル戦略課 

７ 契約保証金        

 

  上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づい

て、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。 

 この契約に定めのない事項については、豊中市長が別に定める規則及び民法の規定に

よるものとし、また、この契約について疑義が生じたときは発注者及び受注者が協議し

て定めるものとする。 

 本契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通

を保有する。 

  

令和８年(2025年）  月  日 

   

             発注者     豊中市中桜塚３丁目１番１号 

                         豊 中 市 

                          豊中市長     長内 繁樹 

 

                                        

             受注者      

             

             

                               



 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書（質問回答書を含む）に従い日本

国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。 

２ 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しな

ければならない。 

３ この契約書に定める請求､通知､報告､申出、承認及び解除は、書面により行わなければな

らない。 

４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

５ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は､日本円とする。 

６ この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は､仕様書等に特別

の定めがある場合を除き､計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする｡ 

７ この契約書及び仕様書における期間の定めについては､民法（明治２９年法律第８９号）

及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする｡ 

８ この契約は､日本国の法令に準拠するものとする｡ 

９ この契約に係る訴訟については､発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判

所とする。  

 

（契約の保証） 

第２条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の１００分の５以上の額の契約保証

金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をも

って代えることができる。 

（１）契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供 

（２）この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実

と認める金融機関の保証 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除す

ることができる。 

（１）この契約による債務の不履行により生ずる損害金をてん補する履行保証保険契約の

締結 

（２）豊中市財務規則第１１０条第３号または第６号の規定に該当すると発注者が認めた

とき 

３ 前項第１号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険

証券を発注者に寄託しなければならない。 

４ 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の１００分の５

に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者

は、契約保証金の減額を請求することができる。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担

保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限

りでない。 



 

（物品の納入等） 

第４条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注

者に引き渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由が

あると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。 

 

（納入期限の延長） 

第５条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に

物品を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。 

２ 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。 

３ 発注者は、第１項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めると

きは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。 

 

（検 査） 

第６条 発注者は、納入日から１０日以内に検査を行うものとする。 

２ 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異

議を申し立てることができない。 

３ 第１項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの

復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。 

４ 発注者は、第１項の検査において、物品の全部又は一部が契約に違反し、あるいは、瑕

疵があることを発見したときは、受注者に物品の取替又は改善を請求することができる。 

５ 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うも

のとする。 

 

（所有権） 

第７条 物品の所有権は前条第１項又は第５項の検査に合格と認めた物品を納入場所におい

て確認したときをもって発注者移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負

担はすべて受注者が負担するものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第８条 引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下

「契約不適合」という。）であるときは、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替

物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発

注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期

間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ

とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに

代金の減額を請求することができる。 



（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完

をしないでその時期を経過したとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 

（契約金額の請求及び支払） 

第９条 受注者は、第７条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出する

ものとする。ただし、第４条第２項の規定により一部の納入が認められたときは、その残

部のすべてが納入され、第７条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提

出するものとする。 

２ 発注者は、前項の請求書を受理した日から３０日以内に代金を受注者に支払わなければ

ならない。 

３ 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れた

ときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が

決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。 

４ 発注者は、第１項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があ

ることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することがで

きる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請

求書を受理した日までの期間は、第２項の規定による支払い期間に算入しないものとする。

ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請

求書の提出は無効とする。 

５ 前各項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の請求代金相当額を支払

うこととされている場合に準用する。 

 

（履行遅滞による遅滞料） 

第１０条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しな

いときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金

額（履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額）につき、契約日にお

ける政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定

する率を乗じて計算して得た額を遅延料として発注者に支払わなければならない。 

２ 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第６条第１項及び第５項の検査に要した日数

並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第４項の取替又は改善に要

した日数は、算入しないものとする。 

 

（発注者の任意解除権） 

第１１条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第１２条の２の規定による



ほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 

 

（発注者の解除権） 

第１２条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（１）正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき 

（２）受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了す

る見込みがないと明らかに認められるとき 

（３）正当な理由なく第８条第１項の追完がなされないとき 

（４）前３号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき 

２ 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに

この契約を解除することができる。 

（１）第３条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき 

（２）受注者の債務の全部の履行が不能であるとき 

（３）受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき 

（４）受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履

行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし

た目的を達することができないとき 

（５）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をし

なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をし

ないでその時期を経過したとき 

（６）前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明ら

かであるとき 

（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ）が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡

したとき 

（８）この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき 

（９）故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

（10）発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき 

（11）第１５条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき 

（12）受注者が次のいずれかに該当するとき 

ア 役員等（受注者が個人である場合にあってはその者を､受注者が法人である場合に

あってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。）又は経

営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

  イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の



利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団関係者を利用する

などしたと認められるとき 

ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず､

暴力団又は暴力団関係者に対して､金銭､物品その他の財産上の利益を不当に与えた

と認められるとき 

エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非

難されるべき関係を有していると認められるとき 

３ 次に掲げる場合には、発注者は、第１項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解

除することができる。 

（１）債務の一部の履行が不能であるとき 

（２）受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき 

 

（談合等不正行為による解除） 

第１２条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちにこの契約を解除することができる。 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下

「独占禁止法」という。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたと

き 

（２）独占禁止法第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項及び第２０

条第２項において準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１

７条の２又は第２０条第１項の規定による排除措置命令（以下「排除措置命令」と

いう。）を受けたとき 

（３）独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び独占禁止法第８条の３において読み

替えて準用する場合を含む。）及び同法第７条の９第１項の規定による課徴金の納付

命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき、又は第７条の２第１項の規定によ

り課徴金を納付すべき事業者が、同法第７条の４第１項の規定により納付命令を受

けなかったとき 

（４）刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法

第３条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２

４７条の規定に基づく公訴を提起されたとき（受注者の役員又はその使用人が当該

公訴を提起されたときを含む。） 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項第２号に該当

すると認められたとき 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第１３条 第１２条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである

ときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない 

 

（既納入物品の取扱い） 

第１４条 発注者は、契約が解除された場合においては、物品の既納入部分を検査の上、当



該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請

求することができる。 

２ 前項の代金の請求及び支払に関しては、第９条の規定を準用するものとする。 

 

（受注者の解除権） 

第１５条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することがで

きる。 

（１）発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能となった

とき 

（２）天災その他自己の責めに帰することができない理由により、物品を完納することが

不可能又は著しく困難となったとき 

２ 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者

は、前項の規定による契約の解除をすることができない 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第１６条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の

賠償を受注者に対し請求することができる。 

（１）第８条第１項に規定する契約不適合があるとき。 

（２）前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額

の１００分の５に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。 

（１） 第１２条の規定によりこの契約が解除された場合 

（２） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった

場合 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

（１）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年

法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項又は第２項の場合において、第２条第１項の規定により、契約保証金の納付又

はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保

をもって違約金に充当することができる。 

５ 第２項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。 

６ 第１項、第２項（第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合

を除く。）に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰

することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。 



７ 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債

務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日ま

での日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料

として併せて発注者に納付しなければならない。 

８ 前項における年当たりの率は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、３６５日

の率とする。 

 

（賠償額の予定等） 

第１６条の２ 受注者は、この契約に関し、第１号から第４号までのいずれかに該当すると

きは、賠償金として契約金額の１００分の２０に相当する額を発注者の指定する期間内に

支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わ

ず、業務が完了した後も同様とする。 

（１）受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定した

とき 

（２）受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、

又は独占禁止法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法

第７条の４第１項の規定により納付命令を受けなかったとき。 

（３）第１２条の２第４号に規定する刑が確定したとき 

（４）第１２条の２第５号に該当したとき 

２ 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える

場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（受注者の損害賠償請求） 

第１７条 発注者は、第１１条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより

受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における

賠償金の額は、発注者と受注者で協議の上、これを定めるものとする。 

２ 前項の規定は、前条第１号に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合につ

いて準用する。 

 

（契約不適合責任期間） 

第１８条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも

のであるとき、その不適合を知った日から１年以内にその旨を受注者に通知しなければ、

契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約

の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受

注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

（契約の変更） 

第１９条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められ

るときは、発注者と受注者で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができ



る。 

 

（相殺） 

第２０条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対し

て有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。 

２ 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する

期間内に当該不足額を支払わなければならない。 

 

（管轄裁判所）  

第２１条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の所在地を管轄する

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  

 

（暴力団等排除措置要綱の遵守） 

第２２条 受注者は、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月１日実

施）に基づく発注者の注意、指導等に従わなければならない。 

 

（業務妨害又は不当要求に対する措置）  

第２３条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入

対応要領（平成24年2月1日制定）の定めるところにより、暴力団等から不当若

しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固と

してこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、

管轄の警察署に届け出なければならない。  

 

（紛争の処理） 

第２４条 受注者は、この契約に関し第三者との間に受注者の責めに帰さない紛争が生じた

ときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第２５条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と

受注者で協議の上、これを定めるものとする。 
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１ 件名  

  Microsoft 365 ライセンス（令和 8 年度年次更新・追加分） 

 

２ 概要 

指定するライセンスを納品すること。 

 

３ 仕様及び数量・期間 

（１）ライセンスプログラム 

    Enterprise Subscription Agreement 

  （本市が既に所有している ESA 契約の年次更新） 

 

（２）次回応当日 

  令和 9 年（2027 年）6 月 1 日 

  ※毎年 6 月 1 日が応当日 

 

（３）数量・期間 

① Microsoft365 E3（更新分：2,500 ライセンス、追加分：860 ライセンス） 

② Microsoft365 F3（更新分：5 ライセンス、追加分：55 ライセンス） 

③ Microsoft365 Apps for Enterprise（更新分：1 ライセンス、追加分：469 ライセ

ンス） 

④ Microsoft365 Copilot（更新分：1 ライセンス） 

※12 か月分一括調達(期間：令和 8 年（2026 年）6 月 1 日から次回応当日までの合

計月数) 

  ※③についてはデバイスライセンスとすること。 

 

４ 納入場所 

 大阪府豊中市北桜塚１丁目４番１号（ＮＴＴ西日本豊中ビル６階） 

豊中市デジタル戦略課執務室内 

 

５ 納入期限 

令和 8 年（2026 年）4 月 1 日（水）から令和 8 年（2026 年）5 月 29 日（金）までの

期間に納品すること。 

※令和 8 年 6 月分からライセンスが利用できるようにすること 

 

６ 入札にかかるスケジュール  

 公告文に記載のとおりとする。 

 

 ７ 契約の締結 

（１）契約金額 

入札により決定した額を契約金額とする。 



（２）契約の締結 

落札事業者は、落札決定通知を受けた日の翌日から５開庁日以内に契約書及び契

約に必要な書類を提出すること。 

 

 ８ 契約金額の請求及び支払 

（１） 落札事業者は、本市に対し、代金の請求を、納品の翌月５開庁日以内に行うこと。 

（２） 本市は、落札事業者からの請求に基づき、適法な請求書を受領した日から 30 日

以内に代金を支払うものとする。 

 

９ その他 

（１）再委託を行う場合は、当市の再委託に関するガイドラインに従うこととし、業務

の主たる部分（業務遂行管理等）は、第三者へ再委託しないこと。 

（２）契約内容の遂行にあたっては、関係法令、条例等のほか、市の服務規律、情報セ

キュリティ及び環境保全に向けた取り組みを遵守すること。 

（３）今回の入札は、日本マイクロソフトと当市との間で締結されたESA契約のライセ

ンス更新となる。したがって、ライセンスの調達にあたっては、日本マイクロソ

フトと連携・調整を行うこと。 

以上 


